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令和５年１２月２０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和５年（行コ）第１９７号 不当労働行為再審査棄却命令取消請求控訴事件（原

審・東京地方裁判所令和３年（行ウ）第５０１号） 

口頭弁論の終結の日 令和５年１０月１６日 

判決 

控訴人        Ｘ会社 

被控訴人       国 

処分行政庁      中央労働委員会 

被控訴人補助参加人  Ｚ組合 

主文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用（補助参加費用を含む。）は控訴人の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 中央労働委員会が、令和元年（不再）第４９号事件について、令和３年８月

４日付けでした命令のうち、主文第２項を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、被控訴人補助参加人（以下「参加人」という。 ）との団体交渉にお

ける控訴人の対応が労働組合法（以下「労組法」という。 ）７条２号の不当労

働行為（不誠実団交）に該当する旨を主張する参加人の申立てを認めて兵庫県

労働委員会（以下「兵庫県労委」という。 ）が発した救済命令（以下「初審命

令」という。 ）について、その再審査（中労委令和元年（不再）第４９号事

件。以下「本件再審査申立事件」という。 ）においても中央労働委員会（以下

「中労委」という。 ）が不当労働行為に該当することを認めて原判決別紙主文

第２項のとおり初審命令を一部変更する救済命令（以下「本件命令」とい
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う。 ）を発したため、控訴人が、本件命令の取消しを求める事案である。 

原審が控訴人の請求を棄却したところ、これを不服として控訴人が控訴した。 

２ 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張 

前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決を次のとおり補正

するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」の１から３ま

でに記載のとおりであるから、これを引用する。 

⑴ 原判決４頁３行目及び８頁末行の「別紙」をいずれも「原判決別紙」に改

める。 

⑵ 原判決１１頁１５行目及び１６行目の「４. ２団体交渉」をいずれも「４.

２団交」に改める。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は、原判決を

次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の

判断」の１から３までに記載のとおりであるから、これを引用する。 

⑴ 原判決２０頁１０行目及び１２行目、２４頁２５行目並びに２８頁６行目

の「原告」をいずれも「会社」に改める。 

⑵ 原判決３４頁２行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 

「 これに対し、控訴人は、Ｂ１社長は積立基準に関する説明内容を実質的

に訂正、変更したわけではないなどと主張するが、その説明内容が大幅な

訂正、変更が必要となる不正確なものであったと認められることは上記説

示のとおりであり、原審において控訴人が説明内容を訂正、変更したこと

を認めていたことからしても、控訴人の主張は採用することができない。」 

⑶ 原判決３５頁７行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 

「 これに対し、控訴人は、４. ２団交においてＢ１社長がＡ１ら３人に適

用された積立基準等を説明しなかったことをもって不誠実な対応であった

と評価することは、控訴人が継続して団体交渉に応ずる意思があったこと
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や積立基準について調査する意思があったことを無視するものであると主

張するが、参加人から事前に指摘を受けた上記事項の説明のために必要な

準備を４. ２団交までに行うことが十分に可能であったにもかかわらずＢ

１社長がこれを行わなかったことは上記説示のとおりであるから、控訴人

の主張は上記判断を左右するものではない。」 

⑷ 原判決３５頁末行末尾に「このことは、４. ２団交当時に参加人において

控訴人の就業規則等の有無等について相応の情報を有していたとしても異な

るものではなく、また、Ｂ１社長において参加人による組合活動の材料に利

用されることを危惧していたとしても異なるものではない。」を加える。 

⑸ 原判決３６頁９行目の「イ(ｴ)」の次に「(ｽ)」を、同頁１４行目の「１⑸」

の次に「ア(ｱ)、」をそれぞれ加える。 

⑹ 原判決３７頁５行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 

「 これに対し、控訴人は、４. ２団交においてＢ１社長はＡ１の「計画上

の掛金」が２２万２０００円となる計算根拠について積立基準に基づく説

明を行ったと主張するが、この説明内容と、Ａ１が正社員になった時期に

社員となった者に適用される積立基準としてＢ１社長が説明した内容が整

合しなかったことは上記説示のとおりであるから、控訴人の主張は採用す

ることができない。」 

⑺ 原判決３８頁７行目の「協力会社」を「の認定協力会社」に改め、同頁１

７行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 

「 なお、控訴人は、①参加人が、平成３０年３月２８日に和解協定書を締

結した前後にもインターネット上での動画配信を含む社会的相当性を超え

る組合活動を継続し、４. ２団交当時及び７. １３団交当時にも同様の行

為に及んでおり、団交の場面だけを切り取って評価することは不当である、

②参加人は、平成２８年１０月２６日に和解協定書に調印した直後から和

解内容を反故にして控訴人に対する苛烈かつ不適切な言動を繰り返し、平
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成３０年３月２８日に和解協定書に調印した前後にも控訴人に対する攻撃

的言動を継続していたのであって、これらの参加人による和解の不履行を

不誠実団交の成否の判断に当たって考慮すべきであるなどとも主張するが、

本件では上記各団交において行われた控訴人による説明や資料開示等につ

いての誠実交渉義務違反の有無が問題となっているのであり、上記各団交

の場において参加人が社会的相当性を超える組合活動等に及ぶ蓋然性が高

かったとは認められず、かかる組合活動等に及んだとも認められないこと

は上記説示のとおりであるから、控訴人の主張は上記判断を左右するもの

ではない。」 

⑻ 原判決４０頁８行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 

「 なお、控訴人は、令和３年１１月１０日の団体交渉以降において、４.

２団交において議論になっていた退職金に関し、控訴人が具体的な解決案

を提示したにもかかわらず、参加人が何ら解決を希望しなかったことから

すると、参加人は当初から労働条件の改善のために団体交渉を行う意図が

あったのか疑問であると主張するが、同年１０月８日に控訴人が本件命令

の取消しを求めて本件訴えを提起していた（前提事実⑸）という当時の状

況を踏まえれば、参加人が控訴人からの上記提案に応じなかったことをも

って４． ２団交当時から上記の意図がなかったと推認することは困難であ

るから、控訴人の主張は採用することができない。」 

⑼ 原判決４０頁１６行目の「不誠実な対応」を「誠実交渉義務に違反する不

誠実な対応」に改める。 

⑽ 原判決４１頁９行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 

「 これに対し、控訴人は、７. １３団交において参加人が交渉事項として

指定した３点以外の議題についてＢ１社長が回答した時間はわずか５分程

度であり、これによって参加人が指定した議題について議論する時間が無

くなったわけではないと主張するが、上記説示のとおり、議題を絞って効
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率的に団体交渉に臨もうとする参加人の意向を殊更無視する対応をＢ１社

長が行ったこと自体が円滑な交渉の進展を損なう不誠実なものと評価され

るべきものであるから、控訴人の主張は上記判断を左右するものではない。」 

⑾ 原判決４２頁２行目末尾に「このことは、Ｂ１社長において提示した資料

の情報が参加人によって公表又は開示されることを危惧していたとしても異

なるものではない。」を加え、同頁１０行目末尾に改行の上、次のとおり加え

る。 

「 これに対し、控訴人は、７ .１３団交において製造原価の内訳は議題と

なっておらず、Ｂ１社長がその内訳の全てを把握しているとは限らないこ

とや、控訴人の経営事情に関わる事柄を軽々に開示することはできないこ

とからすると、Ｂ１社長が製造原価等に関する質問に団交の場で即時に回

答しなかったことをもって不誠実な対応であったと評価すべきではないと

主張するが、上記のような理由を説明することなく「是々非々で判断する」

との回答を述べるにとどまったＢ１社長の対応を踏まえれば、控訴人の主

張は上記判断を左右するものではないというべきである。」 

⑿ 原判決４３頁１５行目の「、１０」を削り、同頁２５行目の「了知してい

た上」の次に「（１⑻コ）」を加える。 

⒀ 原判決４４頁２２行目の「ので、口頭でお伝えします。」を削る。 

⒁ 原判決４５頁１０行目の「いずれも」の次に「誠実交渉義務に違反する」

を加え、同頁１２行目の「不誠実」を「誠実交渉義務に違反する」に改める。 

２ 以上によれば、控訴人の請求は理由がない。 

第４ 結論 

よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由が

ないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第２３民事部 


